
※施工業者の皆様へ

1 建築確認 建築確認申請又は建築工事届の提出を行ってください。

提出期日までに下記提出書類を添付して交付申請書を提出してください。

交付申請書を審査後、申請者へ【補助金交付決定通知書】を交付します。

○申請期日　【新築】原則として上棟予定日の１４日前まで

　　　　　　【増改築】原則として着工予定日１０日前まで

○提出書類　

　①　交付申請書（様式第１号）

　②　現地案内図

　③　各階平面図 （ただし、増改築については、地域材使用箇所がわかるよう色塗りした平面図）

　④　建築確認済証の写し又は建築工事届出の写し

　⑤　請負契約書の写し又は売買契約書の写し

　⑥　施工業者の建築業許可書等の写し

　⑦　施工業者が建設業の許可を要しない場合は、「住宅瑕疵担保履行法」に定める

　　住宅瑕疵担保責任保険と同等な保険に加入していることを証する書類の写し

　⑧　木材の出荷証明書又は地域材の使用量又は購入量が確認できる書類の写し

　　※１　木拾い表の廃止に伴い、地域材の使用量又は購入量が確認できる書類が

　　　　必要です。

　　※２　藤岡市内のぐんま優良木材認証工場で製材又は加工された地域材である

　　　　場合は出荷証明書が必要です。

　　※３　藤岡市外のぐんま優良木材認証工場で製材又は加工された地域材である

　　　　場合は、出荷証明書の他に藤岡市産材であることを証する書類（産地証明

　　　　書）が必要です。

　⑩　申請者の住民票（入居前）

　　※　転入者加算金も併せて申請する場合に必要になります。

上棟時に「ぐんま優良木材製品品質規格基準」に基づき現地確認を行います。

※　地域材には、ぐんま優良木材であることを示すシールを貼付けていただき、上棟

　日の７日前までに森林課まで検査依頼書の提出をお願いいたします。

※　検査終了後に、現地検査結果通知書を送付いたします。

補助金の種類ごとに決められた時期に、以下の提出書類を提出してください。

（1）転入者加算金なし （2）転入者加算金あり

　　（住宅への助成のみ）

 現地検査合格後速やかに  現地検査に合格し、完成した

 住宅に入居した後速やかに

 ①　実績報告書（様式第５号）

 ②　振込通帳（申請者名義）の表紙及び１ページ目の写し

 ③　申請者の住民票（入居後）

令和７年度ふるさとの木で家づくり支援事業　手続きの流れ

3 現地検査

補助金の種類

提出期日

提出書類

5
補助金額の確定

及び振込
実績報告書を審査し、補助金額の確定及び補助金の振り込みを行います。

6
居住開始届
の提出

※「4-(1)転入者加算金なし」の場合のみ
入居開始後に「居住開始届」を提出してください。

2
補助金交付申請
の提出及び交付

決定

4
実績報告書
の提出


